
 
 

 
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

改
正
後 

改
正
前 

マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

規
則
第
三
号

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

規
則
第
三
号

改
正 

令
和 

三
年 

九
月
三
〇
日
規
則
第

七
〇
号 

 
 

 
 

改
正 

令
和 

三
年 

九
月
三
〇
日
規
則
第

七
〇
号 

 
 

 

マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

䥹
趣
旨
䥺 

䥹
趣
旨
䥺 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
䣍
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
四

年
法
律
第
七
十
八
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣍
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
施
行
令
䥹
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
䣎
以
下
䣓
政
令
䣔
と
い

う
䣎
䥺
及
び
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
䥹
平
成
十
四

年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
䣎
以
下
䣓
省
令
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
䣍
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
四

年
法
律
第
七
十
八
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣍
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
施
行
令
䥹
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
䣎
以
下
䣓
政
令
䣔
と
い

う
䣎
䥺
及
び
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
䥹
平
成
十
四

年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
䣎
以
下
䣓
省
令
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
書
類
の
提
出
䥺 

䥹
書
類
の
提
出
䥺 

第
二
条 

法
䣍
政
令
䣍
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書
又
は

届
書
は
䣍
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十

二
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
書
又
は
届
書
に
係
る
マ

ン
シ
䣼
ン
の
敷
地
の
所
在
地
の
市
町
村
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

第
二
条 

法
䣍
政
令
䣍
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書
又
は

届
書
は
䣍
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
䥹
平
成
十

二
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
䣍
当
該
申
請
書
又
は
届
書
に
係
る
マ

ン
シ
䣼
ン
の
敷
地
の
所
在
地
の
市
町
村
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
除
却
の
必
要
性
に
係
る
認
定
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
䥺 

䥹
除
却
の
必
要
性
に
係
る
認
定
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
䥺 

第
三
条 

省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
䣍
法

第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
䣼
ン
が
同
条
第
二
項
第
一
号
の
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た

者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
䣎 

第
三
条 

省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
䣍
法

第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
䣼
ン
が
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証

す
る
書
類
と
す
る
䣎 

２ 

法
第
百
二
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
マ
ン
シ
䣼
ン
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
䣍
省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
構
造
計

算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
䣎 

２ 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
䣼
ン
に
つ
い
て
同
項
の
規
定

に
よ
り
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
䣍
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
䣎 

䥹
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
図
書
又
は
書
面
䥺 

䥹
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
図
書
又
は
書
面
䥺 

第
四
条 

省
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
䣍

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
䣎 

第
四
条 

省
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
䣍

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
䣎 

一 

付
近
見
取
図 

一 

付
近
見
取
図 



 

二 

配
置
図 

二 

配
置
図 

三 

各
階
平
面
図 

三 

各
階
平
面
図 

四 
立
面
図 

四 

立
面
図 

五 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
面 

五 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
面 

䥹
名
義
変
更
届
䥺 

䥹
名
義
変
更
届
䥺 

第
五
条 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
䣼
ン
の
除
却
又
は
法
第
百
五
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
築
が
完
了
す
る
前
に
䣍
当
該
認
定
を
受
け
た
者

䥹
以
下
䣓
認
定
事
業
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
者
䥹
以
下
䣓
許
可
事
業

者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
名
義
に
変
更
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可

事
業
者
は
䣍
名
義
変
更
届
䥹
別
記
第
一
号
様
式
䥺
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
䣎 

第
五
条 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
䣼
ン
の
除
却
又
は
法
第
百
五
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
築
が
完
了
す
る
前
に
䣍
当
該
認
定
を
受
け
た
者

䥹
以
下
䣓
認
定
事
業
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
者
䥹
以
下
䣓
許
可
事
業

者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
名
義
に
変
更
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可

事
業
者
は
䣍
名
義
変
更
届
䥹
別
記
第
一
号
様
式
䥺
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
䣍
名
義
変
更
受
理
通
知
書
䥹
別

記
第
二
号
様
式
䥺
に
よ
り
同
項
の
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
䣎 

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
䣍
名
義
変
更
受
理
通
知
書
䥹
別

記
第
二
号
様
式
䥺
に
よ
り
同
項
の
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
䣎 

一
部
改
正
䣚
令
和
三
年
規
則
七
〇
号
䣛 

一
部
改
正
䣚
令
和
三
年
規
則
七
〇
号
䣛 

䥹
設
計
の
変
更
䥺 

䥹
設
計
の
変
更
䥺 

第
六
条 

許
可
事
業
者
は
䣍
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い

て
当
該
許
可
を
受
け
た
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
䣍
設
計
変
更
承
認
申
請
書

䥹
別
記
第
三
号
様
式
䥺
に
省
令
第
五
十
二
条
第
二
項
の
許
可
通
知
書
及
び
当
該
変
更
に
係

る
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
䣍
そ
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

第
六
条 

許
可
事
業
者
は
䣍
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い

て
当
該
許
可
を
受
け
た
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
䣍
設
計
変
更
承
認
申
請
書

䥹
別
記
第
三
号
様
式
䥺
に
省
令
第
五
十
二
条
第
二
項
の
許
可
通
知
書
及
び
当
該
変
更
に
係

る
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
䣍
そ
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
䣍
設
計
変
更
承
認
通
知
書
䥹
別
記

第
四
号
様
式
䥺
に
よ
り
当
該
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

２ 

知
事
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
䣍
設
計
変
更
承
認
通
知
書
䥹
別
記

第
四
号
様
式
䥺
に
よ
り
当
該
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
取
下
げ
届
䥺 

䥹
取
下
げ
届
䥺 

第
七
条 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
た
者
又
は
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を

申
請
し
た
者
は
䣍
知
事
が
当
該
認
定
又
は
許
可
を
す
る
前
に
当
該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う

と
す
る
と
き
は
䣍
取
下
げ
届
䥹
別
記
第
五
号
様
式
䥺
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

第
七
条 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
た
者
又
は
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を

申
請
し
た
者
は
䣍
知
事
が
当
該
認
定
又
は
許
可
を
す
る
前
に
当
該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う

と
す
る
と
き
は
䣍
取
下
げ
届
䥹
別
記
第
五
号
様
式
䥺
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

䥹
取
り
や
め
届
䥺 
䥹
取
り
や
め
届
䥺 

第
八
条 

認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
は
䣍
法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン

シ
䣼
ン
の
除
却
又
は
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
築
を
取
り

や
め
た
と
き
は
䣍
取
り
や
め
届
䥹
別
記
第
六
号
様
式
䥺
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
䣎 

第
八
条 

認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
は
䣍
法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン

シ
䣼
ン
の
除
却
又
は
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
築
を
取
り

や
め
た
と
き
は
䣍
取
り
や
め
届
䥹
別
記
第
六
号
様
式
䥺
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
䣎 

附 

則 

附 

則 

こ
の
規
則
は
䣍
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
第
二
条
の
規
定

こ
の
規
則
は
䣍
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
第
二
条
の
規
定



 
 

は
䣍
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

は
䣍
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

附 

則
䥹
令
和
三
年
九
月
三
十
日
規
則
第
七
十
号
䥺 

附 

則
䥹
令
和
三
年
九
月
三
十
日
規
則
第
七
十
号
䥺 

䥹
施
行
期
日
䥺 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
別
記
第
三
号
様
式

䥹
裏
面
䥺
の
注
２
の
改
正
規
定
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

１ 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
別
記
第
三
号
様
式

䥹
裏
面
䥺
の
注
２
の
改
正
規
定
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

䥹
経
過
措
置
䥺 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
䣍
改
正
前
の
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
䣍
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
䣍
当

分
の
間
䣍
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
䣍
改
正
前
の
マ
ン
シ
䣼
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
䣍
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
䣍
当

分
の
間
䣍
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

別 

記 

別 

記 

第
一
号
様
式 

䥹
第
五
条
第
一
項
䥺 

第
一
号
様
式 

䥹
第
五
条
第
一
項
䥺 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70
号
䣛 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

第
二
号
様
式 

䥹
第
五
条
第
二
項
䥺 

第
二
号
様
式 

䥹
第
五
条
第
二
項
䥺 

第
三
号
様
式 

䥹
第
六
条
第
一
項
䥺 

第
三
号
様
式 

䥹
第
六
条
第
一
項
䥺 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

第
四
号
様
式 

䥹
第
六
条
第
二
項
䥺 

第
四
号
様
式 

䥹
第
六
条
第
二
項
䥺 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

第
五
号
様
式 

䥹
第
七
条
䥺 

第
五
号
様
式 

䥹
第
七
条
䥺 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

第
六
号
様
式 

䥹
第
八
条
䥺 

第
六
号
様
式 

䥹
第
八
条
䥺 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

一
部
改
正
䣚
令
和
３
年
規
則70

号
䣛 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 


